
訪問入浴介護費

点検項目

満たす
満たさ
ない

１．基本報酬

１，２６６単位/回

２．高齢者虐待防止措置未実施減算

　虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合に減算する。
（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
（２） 虐待の防止のための指針を整備すること。
（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
（４） 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※基準を満たさない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月か
ら ３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が
認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

□ □ □

３．業務継続計画未策定減算

　以下の基準に適合していない場合に減算する。
（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること。
（２）当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

※令和７年３月３１日までの間、減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成するこ
と。
※基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月ま
で、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。

□ □ □

４．介護職員３人の訪問
　身体の状況等に支障がない旨、主治の医師の意見を確認していること。

□ □ □ １００分の９５

５．清拭、部分浴

　訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭
又は部分浴（洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。）を実施したとき。 □ □ □ １００分の９０

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を減算

※請求した介護給付費について、点検結果にチェックをしてください。

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を減算

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（1/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

６．同一建物減算

以下の(１）ア又は（１）イ若しくは（２）に該当する利用者に対しサービスの提供を行った場合は、それぞれ
の割合で減算する。

建物の範囲等　⇒有料老人ホーム等（※）以外の建物も対象
※ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

□ □ □

（１）ア.利用者が事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一
　　　　の建物（以下、「同一敷地内建物等」という。）に居住する者である場合
　　　　（次の（２）に該当する場合を除く。）

□ □ □

所定単位数の１００分の９０を算定（１０％減
算）

　　　イ.事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（アの場合を除く。）
　　　　に居住する者である場合
　

□ □ □

（２）事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用
者である場合

□ □ □

所定単位数の１００分の８５を算定（１５％減
算）

（３）上記（１）又は（２）による減算を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、
上記（１）又は（２）による減算を受けている者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数
を用いること。

□ □ □

７．特別地域訪問入浴介護加算

　厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行ってい
ること。

【厚生労働大臣の定める地域　平２４告１２０】
①辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第
八十八号)第二条第一項に規定する辺地
⇒　喜入、松元、郡山の一部地域及び東桜島地区（喜入瀬々串、喜入生見、喜入一倉、入佐、直木、有屋
田、東俣、黒神、高免）
②離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実
施地域　⇒桜島町新島

□ □ □

１回につき所定単位数の１００分の１５を加算

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（2/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

８．中山間地域等における小規模事業所加算

（１）厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行って
いること。
 
 【厚生労働大臣が定める地域  平２１告８３・一】
①辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第
八十八号)第二条第一項に規定する辺地
⇒　喜入、松元、郡山の一部地域及び東桜島地区（喜入瀬々串、喜入生見、喜入一倉、入佐、直木、有屋
田、東俣、黒神、高免）
②半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地
域　⇒　喜入、松元、郡山、桜島及び東桜島地区（野尻・持木・東桜島・古里・有村・黒神・高免）

□ □ □

（２）前年度の１月当たりの平均延べ訪問回数が２０回以下の事業所であること。
□ □ □

９．中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

（１）事業所の訪問入浴従業者が、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の実
施地域を越えてサービス提供を行っていること。

【厚生労働大臣の定める地域　平２１告８３・二】
①辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第
八十八号)第二条第一項に規定する辺地
⇒　喜入、松元、郡山の一部地域及び東桜島地区（喜入瀬々串、喜入生見、喜入一倉、入佐、直木、有屋
田、東俣、黒神、高免）
②半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地
域　⇒　喜入、松元、郡山、桜島及び東桜島地区（野尻・持木・東桜島・古里・有村・黒神・高免）
③離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実
施地域　⇒桜島町新島

□ □ □

（２）通常の実施地域に、上記の厚生労働大臣の定める地域が含まれていないこと。
□ □ □

（３）通常の事業実施地域を超えた時に生ずる交通費を受領していないこと。
※高速代や有料駐車場に止めた時の駐車代も別途請求はできない。 □ □ □

１回につき所定単位数の１００の１０を加算

１回につき所定単位数の１００の５を加算

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（3/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

１０．初回加算について

 新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初
回の訪問入浴介護を行うこと。
 初回加算は、初回の訪問入浴介護を実施した日に算定すること。
　

□ □ □

１１．認知症専門ケア加算(Ⅰ）　　※加算（Ⅰ）（Ⅱ）はいずれか一方のみ算定する。

　周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者に対して、専門的な認知症ケアを実施
した場合に算定する。

※「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅡ 、
Ⅲ、Ⅳ又はＭ に該当する利用者

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
□ □ □

（１）事業所における利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の
者（以下この号において「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上であること。

※認知症高齢者の割合の算定方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人
員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知
症高齢者の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合につい
ては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回っ た場合については、直ちに届出を提出しなければなら
ない。

□ □ □

（２）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における対象者の数が２０人未満である
場合にあっては１以上、対象者の数が２０人以上である場合にあっては１に対象者の数が１９を超えて１０
又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施してい
ること。

※「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」「認知症介
護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看
護に係る適切な研修を指すものとする。

□ □ □

（３）当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定
期的に開催していること。

※会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
□ □ □

１日につき３単位を加算　　

１月につき２００単位を加算

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（4/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

１１－２．認知症専門ケア加算(Ⅱ）　　※加算（Ⅰ）（Ⅱ）はいずれか一方のみ算定する。

　日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合に算定する。

※ 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症
の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
□ □ □

（１）事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められ
ることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が１００分の２０以上であること。

※認知症高齢者の割合の算定方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人
員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知
症高齢者の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合につい
ては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回っ た場合については、直ちに届出を提出しなければなら
ない。

□ □ □

（２）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における対象者の数が２０人未満である
場合にあっては１以上、対象者の数が２０人以上である場合にあっては１に対象者の数が１９を超えて１０
又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施してい
ること。

※「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」「認知症介
護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看
護に係る適切な研修を指すものとする。

□ □ □

（３）当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定
期的に開催していること。

※会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
□ □ □

１日につき４単位を加算

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（5/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

（４）認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケ
アの指導等を実施していること。

※「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」「認
知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看
護に係る適切な研修を指すものとする。

□ □ □

（５）当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に
従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 □ □ □

１２．看取り連携体制加算
　利用者等告示第３号の４に定める基準に適合する利用者（（２）に適合する利用者）が死亡した場合に、
死亡日を含めて30日を上限として、指定訪問入浴介護事業所において行った看取り期における取組を評
価するものである。
　また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当
該訪問入浴介護事業所においてサービスを直接提供していない入院した日の翌日から死亡日までの間
は、算定することができない。（したがって、入院した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上あった場
合には、看取り連携体制加算を算定することはできない。）

□ □ □

（１）次の施設基準に適合していること。
□ □ □

イ　病院、診療所又は指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる
連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該病院、診療所又は指定訪問看護ステーションにより指定訪問
看護等が提供されるよう、指定訪問入浴介護を行う日時を当該病院、診療所又は指定訪問看護ステー
ションと調整していること。

※「利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制」とは、事業所が病院、診療所又は指定訪問看護ス
テーション（以下、「訪問看護ステーション等」という。）と連携し、緊急時の注意事項や利用者の病状等に
ついての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの連絡方法や必要に応じて訪問看護等が提供されるよう、
サービス提供の日時等に関する取り決めを事前に定めた上で、利用者の状態等に応じて、事業所から訪
問看護ステーション等へ連絡ができる体制を整えることとする。

□ □ □

１回につき６４単位　※死亡日及び死亡日以前３０日以下に限る。

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（6/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

ロ　看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方
針の内容を説明し、同意を得ていること。

※管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期における対
応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項を含むこと
とする。
ア　当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方
イ　訪問看護ステーション等との連携体制（緊急時の対応を含む。）
ウ　利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法
エ　利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式
オ　その他職員の具体的対応等

□ □ □

ハ　看取りに関する職員研修を行っていること。
□ □ □

（２）次に掲げる基準のいずれにも適合する利用者であること。
□ □ □

イ　医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
□ □ □

ロ　看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員
等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上で
サービスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）であ
ること。

□ □ □

（３）看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、多職
種連携のための情報共有を行うこと。
ア　利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録
イ　看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づく
アセスメント及び対応の経過の記録

□ □ □

（４）医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り連携体制は死亡月
にまとめて算定することから、利用者側にとっては、訪問入浴介護の利用を終了した翌月についても自己
負担を請求されることになる。このため、利用者が入院する際、 入院した月の翌月に亡くなった場合に、前
月分の看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得て
おくこと。

□ □ □

（５）本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録
にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくこと。 □ □ □

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（7/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

１３．サービス提供体制強化加算共通

※勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
※勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介
護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務し
た年数を含めることができるものとする。

□ □ □

１３－２．サービス提供体制強化加算Ⅰ

（１）研修の計画策定、実施又は実施を予定していること。
□ □ □

（２）利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議を定期的に開催していること。
□ □ □

（３）定期的な健康診断の実施を行っていること。
□ □ □

（４）以下のいずれかに該当すること。
・介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が60％以上
・介護職員の総数うち、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が25％以上

□ □ □

１３－３．サービス提供体制強化加算Ⅱ

（１）研修の計画策定、実施又は実施を予定していること。
□ □ □

（２）利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議を定期的に開催していること。
□ □ □

（３）定期的な健康診断の実施を行っていること。
□ □ □

（４）介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が40％以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び
介護職員基礎研修修了者の占める割合が60％以上であること。 □ □ □

１３－４．サービス提供体制強化加算Ⅲ

（１）研修の計画策定、実施又は実施を予定していること。
□ □ □

（２）利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議を定期的に開催していること。
□ □ □

（３）定期的な健康診断を実施していること。
□ □ □

（４）以下のいずれかに該当すること。
・介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が30％以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介
護職員基礎研修修了者の占める割合が50％以上であること。
・従業者の総数のうち、勤続7年以上の者が30％以上

□ □ □

１回につき４４単位を加算

１回につき３６単位を加算

１回につき１２単位を加算

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（8/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

次の（１）～（１０）のいずれにも適合すること。 □ □ □

（１）介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、
賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改
善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

（一）当該事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込ま
れる額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。

（二） 当該事業所において、経験・技能のある介護職員のうち１人は、賃金改善後の賃金の見込
額が年額４４０万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であ
ることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。

□ □ □

（２）当該事業所において、（１）の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方
法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を
作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。

□ □ □

（３）介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪
化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金
水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町
村長に届け出ること。

□ □ □

（４）当該事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町
村長に報告すること。 □ □ □

１４－１．イ　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（9/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

（５）算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金
法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せら
れていないこと。

□ □ □

（６）当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 □ □ □

（７）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（一）介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するもの
を含む。）を定めていること。
（二）（一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
（三）介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
（四）（三） について、全ての介護職員に周知していること。
（五）介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に
昇給を判定する仕組みを設けていること。
（六）（五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（８）（２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するもの
を除く。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 □ □ □

（９）（８）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表し
ていること。 □ □ □

（１０） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。 □ □ □

 イ（１）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

イ（１）（一）及び（２）から（８）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

イ（１）（一）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合す
ること。 □ □ □

１４－２．ロ　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

１４－３．ハ　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

１４－４．二　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（10/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）及び（２）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改
善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準の
いずれにも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）及び（２）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改
善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。 □ □ □

１４－７．ト　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

１４－５．ホ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

１４－６．ヘ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

１４－８．チ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（11/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準の
いずれにも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改
善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。

□ □ □

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
（一） 次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　b ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

１４－９．リ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

１４－１０．ヌ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

１４－１１．ル　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（12/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介
護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。

□ □ □

（２） イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）及び（２）から（８）までに掲げる基準のいずれにも
適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改
善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合すること。
□ □ □

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
□ □ □

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

１４－１３．ワ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

１４－１４．カ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

１４－１２．ヲ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（13/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。

□ □ □

（３） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 □ □ □

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介
護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。 □ □ □

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び
（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
□ □ □

１４－１５．ヨ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

１４－１６．タ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（14/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
□ □ □

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアッ
プ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出てい
ないこと。

□ □ □

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げる基準のいずれ
にも適合すること

□ □ □

⑶ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
□ □ □

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

１４－１７．レ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（15/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介
護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。

□ □ □

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。 □ □ □

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 □ □ □

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

１４－１８．ソ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（自己点検シート） 訪問入浴介護費（R6）（16/30）



介護予防訪問入浴介護費

点検項目

満たす
満たさ
ない

１．基本報酬

　８５６単位/回

２．高齢者虐待防止措置未実施減算

　虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合に減算する。
（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
（２） 虐待の防止のための指針を整備すること。
（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
（４） 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※基準を満たさない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月か
ら ３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が
認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

□ □ □

３．業務継続計画未策定減算

　以下の基準に適合していない場合に減算する。
（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること。
（２）当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

※ 令和７年３月３１日までの間、減算を適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成する
こと。
※基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月ま
で、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。

□ □ □

４．介護職員２人の訪問

　身体の状況等に支障がない旨、主治の医師の意見を確認していること。
□ □ □ １００分の９５

５．清拭、部分浴

　訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭
又は部分浴（洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。）を実施したとき。 □ □ □ １００分の９０

※請求した介護給付費について、点検結果にチェックをしてください。

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を減算

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を減算

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（17/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

６．同一建物減算

以下の(１）ア又は（１）イ若しくは（２）に該当する利用者に対しサービスの提供を行った場合は、それぞれ
の割合で減算する。

建物の範囲等　⇒有料老人ホーム等（※）以外の建物も対象
※ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

□ □ □

（１）ア.利用者が事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一
　　　　の建物（以下、「同一敷地内建物等」という。）に居住する者である場合
　　　　（次の（２）に該当する場合を除く。） □ □ □

所定単位数の１００分の９０を算定（１０％減
算）

　　　イ.事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（アの場合を除く。）
　　　　に居住する者である場合
　

□ □ □

（２）事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用
者である場合 □ □ □

所定単位数の１００分の８５を算定（１５％減
算）

（３）上記（１）又は（２）による減算を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、
上記（１）又は（２）による減算を受けている者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数
を用いること。 □ □ □

７．特別地域訪問入浴介護加算

　厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所の訪問入浴介護従業者が指定介護予防訪問入浴介護
を行っていること。

【厚生労働大臣の定める地域　平２４告１２０】
①辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第
八十八号)第二条第一項に規定する辺地
⇒　喜入、松元、郡山の一部地域及び東桜島地区（喜入瀬々串、喜入生見、喜入一倉、入佐、直木、有屋
田、東俣、黒神、高免）
②離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実
施地域　⇒桜島町新島

□ □ □

１回につき所定単位数の１００分の１５を加算

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（18/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

８．中山間地域等における小規模事業所加算

（１）厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所の訪問入浴介護従業者が指定介護予防訪問入浴介
護を行っていること。
　
【厚生労働大臣が定める地域  平２１告８３・一】
①辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第
八十八号)第二条第一項に規定する辺地
⇒　喜入、松元、郡山の一部地域及び東桜島地区（喜入瀬々串、喜入生見、喜入一倉、入佐、直木、有屋
田、東俣、黒神、高免）
②半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地
域　⇒　喜入、松元、郡山、桜島及び東桜島地区（野尻・持木・東桜島・古里・有村・黒神・高免）

□ □ □

（２）前年度の１月当たりの平均延べ訪問回数が５回以下の事業所であること。
□ □ □

９．中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

（１）事業所の訪問入浴従業者が、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の実
施地域を越えてサービス提供を行っていること。
　
【厚生労働大臣の定める地域　平２１告８３・二】
①辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第
八十八号)第二条第一項に規定する辺地
⇒　喜入、松元、郡山の一部地域及び東桜島地区（喜入瀬々串、喜入生見、喜入一倉、入佐、直木、有屋
田、東俣、黒神、高免）
②半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地
域　⇒　喜入、松元、郡山、桜島及び東桜島地区（野尻・持木・東桜島・古里・有村・黒神・高免）
③離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実
施地域　⇒桜島町新島

□ □ □

（２）通常の実施地域に、上記の厚生労働大臣の定める地域が含まれていないこと。
□ □ □

（３）通常の事業実施地域を超えた時に生ずる交通費を受領していないこと。
※高速代や有料駐車場に止めた時の駐車代も別途請求はできない。

□ □ □

１回につき所定単位数の１００の１０を加算

１回につき所定単位数の１００の５を加算

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（19/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

１０．初回加算について

 新規利用者の居宅を訪問し、指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に
対して、初回の訪問入浴介護を行うこと。
 初回加算は、初回の訪問入浴介護を実施した日に算定すること。
　
※同行訪問の場合は、同行した旨を記録していること。

□ □ □

１１．認知症専門ケア加算(Ⅰ）　　※加算（Ⅰ）（Ⅱ）はいずれか一方のみ算定する。

　周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者に対して、専門的な認知症ケアを実施
した場合に算定する。

※「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅡ 、
Ⅲ、Ⅳ又はＭ に該当する利用者

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
□ □ □

（１）事業所における利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の
者（以下この号において「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上であること。

※認知症高齢者の割合の算定方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人
員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知
症高齢者の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合につい
ては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回っ た場合については、直ちに届出を提出しなければなら
ない。

□ □ □

（２）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における対象者の数が２０人未満である
場合にあっては１以上、対象者の数が２０人以上である場合にあっては１に対象者の数が１９を超えて１０
又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施してい
ること。

※「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」「認知症介
護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看
護に係る適切な研修を指すものとする。

□ □ □

（３）当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定
期的に開催していること。

※会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
□ □ □

１月につき２００単位を加算

１日につき３単位を加算　　

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（20/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

１１－２．認知症専門ケア加算(Ⅱ）　　※加算（Ⅰ）（Ⅱ）はいずれか一方のみ算定する。

　日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合に算定する。

※ 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症
の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
□ □ □

（１）事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められ
ることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が１００分の２０以上であること。

※認知症高齢者の割合の算定方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人
員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知
症高齢者の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合につい
ては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回っ た場合については、直ちに届出を提出しなければなら
ない。

□ □ □

（２）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における対象者の数が２０人未満である
場合にあっては１以上、対象者の数が２０人以上である場合にあっては１に対象者の数が１９を超えて１０
又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施してい
ること。

※「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」「認知症介
護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看
護に係る適切な研修を指すものとする。

□ □ □

（３）当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定
期的に開催していること。

※会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 □ □ □

（４）認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケ
アの指導等を実施していること。

※「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」「認
知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看
護に係る適切な研修を指すものとする。

□ □ □

１日につき４単位を加算

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（21/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

（５）当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に
従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 □ □ □

１２．サービス提供体制強化加算共通

※勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
※勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介
護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務し
た年数を含めることができるものとする。

□ □ □

１２－２．サービス提供体制強化加算Ⅰ

（１）研修の計画策定、実施又は実施を予定していること。
□ □ □

（２）利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議を定期的に開催していること。

※「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。
※会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

□ □ □

（３）定期的な健康診断の実施を行っていること。
□ □ □

（４）以下のいずれかに該当すること。
・介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が60％以上
・介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が25％以上

□ □ □

１２－３．サービス提供体制強化加算Ⅱ

（１）研修の計画策定、実施又は実施を予定していること。
□ □ □

（２）利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議を定期的に開催していること。
□ □ □

（３）定期的な健康診断を実施していること。
□ □ □

（４）介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が40％以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び
介護職員基礎研修修了者の占める割合が60％以上であること。 □ □ □

１回につき４４単位を加算

１回につき３６単位を加算

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（22/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

１２－４．サービス提供体制強化加算Ⅲ

（１）研修の計画策定、実施又は実施を予定していること。
□ □ □

（２）利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議を定期的に開催していること。
□ □ □

（３）定期的な健康診断を実施していること。
□ □ □

（４）以下のいずれかに該当すること。
・介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が30％以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介
護職員基礎研修修了者の占める割合が50％以上であること。
・従業者の総数のうち、勤続7年以上の者が30％以上

□ □ □

次の（１）～（１０）のいずれにも適合すること。
□ □ □

（１）介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、
賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改
善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

（一）当該事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込ま
れる額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。

（二） 当該事業所において、経験・技能のある介護職員のうち１人は、賃金改善後の賃金の見込
額が年額４４０万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であ
ることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。

□ □ □

（２）当該事業所において、（１）の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方
法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を
作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。 □ □ □

（３）介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪
化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金
水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町
村長に届け出ること。

□ □ □

１回につき１２単位を加算

１３－１．イ　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（23/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

（４）当該事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町
村長に報告すること。 □ □ □

（５）算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金
法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せら
れていないこと。

□ □ □

（６）当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 □ □ □

（７）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（一）介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するもの
を含む。）を定めていること。
（二）（一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
（三）介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
（四）（三） について、全ての介護職員に周知していること。
（五）介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に
昇給を判定する仕組みを設けていること。
（六）（五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（８）（２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するもの
を除く。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 □ □ □

（９）（８）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表し
ていること。 □ □ □

（１０） サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
□ □ □

 イ（１）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
□ □ □

イ（１）（一）及び（２）から（８）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

１３－２．ロ　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

１３－３．ハ　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（24/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

イ（１）（一）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合す
ること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）及び（２）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改
善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準の
いずれにも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）及び（２）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改
善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。 □ □ □

１３－７．ト　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

１３－４．二　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

１３－５．ホ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

１３－６．ヘ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

１３－８．チ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（25/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準の
いずれにも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改
善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。

□ □ □

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
（一） 次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　b ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

１３－９．リ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

１３－１０．ヌ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

１３－１１．ル　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（26/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介
護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。

□ □ □

（２） イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）及び（２）から（８）までに掲げる基準のいずれにも
適合すること。 □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改
善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
□ □ □

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

１３－１２．ヲ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

１３－１３．ワ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

１３－１４．カ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（27/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。 □ □ □

（３） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 □ □ □

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介
護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。 □ □ □

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び
（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること □ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
□ □ □

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇
改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

□ □ □

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 □ □ □

１３－１５．ヨ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

１３－１６．タ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（28/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアッ
プ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出てい
ないこと。

□ □ □

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げる基準のいずれ
にも適合すること □ □ □

⑶ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 □ □ □

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

１３－１７．レ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（29/30）



点検項目

満たす
満たさ
ない

点検結果

点検事項

請求実績有
請求

実績無

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 □ □ □

（１）令和６年５月３１日において改正前の介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介
護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。

□ □ □

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。 □ □ □

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 □ □ □

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを
含む。）を定めていること。
　ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。
　ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
　ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

□ □ □

１３－１８．ソ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（自己点検シート） 介護予防訪問入浴介護（R6）（30/30）


